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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波内視鏡の各部を覆う外装材と、
　超音波の送受信を行う複数の超音波トランスデューサ、及び、前記複数の超音波トラン
スデューサの背面に配置され、前記複数の超音波トランスデューサと反対側の面に複数の
信号端子が配設されたバッキング材を含む超音波トランスデューサ部と、
　前記複数の信号端子を介して前記複数の超音波トランスデューサに電気的に接続された
シールド線群を収納する空間に充填されて前記バッキング材の背面及び前記シールド線群
に密着する高熱伝導性の充填剤を含む信号線収納部と、
　前記充填剤の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有し、前記信号線収納部及び前記外装材に
接して配置されることにより、前記超音波トランスデューサ部において発生する熱を前記
信号線収納部を介して前記外装材に放熱する高熱伝導層と、
を具備する超音波内視鏡。
【請求項２】
　前記高熱伝導層が、前記超音波トランスデューサ部と反対側の前記信号線収納部の底面
、及び、前記信号線収納部の底面を挟む２つの側面に沿って配置されている、請求項１記
載の超音波内視鏡。
【請求項３】
　前記超音波トランスデューサ部の２つの側面に沿ってそれぞれ配置されている２つのシ
ールド箔をさらに具備し、
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　前記高熱伝導層が、前記２つのシールド箔に直接又は間接的に接続されている、
請求項２記載の超音波内視鏡。
【請求項４】
　前記高熱伝導層が、前記超音波トランスデューサ部の２つの側面に沿ってそれぞれ配置
されている２つのシールド箔と一体的に形成されている、請求項２記載の超音波内視鏡。
【請求項５】
　前記充填剤が、シリコーン樹脂又はゴムを含む、請求項１～４のいずれか１項記載の超
音波内視鏡。
【請求項６】
　前記高熱伝導層が、金属箔、グラファイトシート、又は、金属メッキ層を含む、請求項
１～５のいずれか１項記載の超音波内視鏡。
【請求項７】
　前記充填剤が、１．５Ｗ／ｍＫ以上の熱伝導率を有し、
　前記高熱伝導層が、２５Ｗ／ｍＫ以上の熱伝導率を有する、
請求項１～６のいずれか１項記載の超音波内視鏡。
【請求項８】
　前記高熱伝導層が、１５μｍ以上の厚さを有する、請求項１～７のいずれか１項記載の
超音波内視鏡。
【請求項９】
　前記高熱伝導層が、前記超音波内視鏡の外装材の内側に配置されている、請求項１～８
のいずれか１項記載の超音波内視鏡。
【請求項１０】
　前記超音波内視鏡の外装材が、高熱伝導性材料を含む、請求項９記載の超音波内視鏡。
【請求項１１】
　前記超音波トランスデューサが、積層型圧電素子からなる、請求項１～１０のいずれか
１項記載の超音波内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上部消化管や気管支等の体腔検査に用いる超音波探触子を含む超音波内視鏡
の放熱構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野においては、被検体の内部を観察して診断を行うために、様々な撮像技術が開
発されている。それらの中でも、特に、超音波を送受信することによって被検体の内部情
報を取得する超音波撮像は、リアルタイムで画像観察を行うことができる上に、Ｘ線写真
やＲＩ（radio isotope）シンチレーションカメラ等の他の医用画像技術と異なり、放射
線による被曝がない。そのため、超音波撮像は、安全性の高い撮像技術として、産科領域
における胎児診断の他、婦人科系、循環器系、消化器系等を含む幅広い領域において利用
されている。
【０００３】
　超音波撮像とは、音響インピーダンスが異なる領域の境界（例えば、構造物の境界）に
おいて超音波が反射される性質を利用する画像生成技術である。通常、超音波診断装置に
は、被検体に接触させて用いられる体表用超音波探触子や、被検体の体腔内に挿入して用
いられる体腔内用超音波探触子が備えられている。さらに、近年においては、被検体内を
光学的に観察する内視鏡と体腔内用の超音波探触子とが組み合わせられた超音波内視鏡が
使用されている。
【０００４】
　そのような超音波内視鏡を用いて、人体等の被検体に向けて超音波ビームを送信し、被
検体において生じた超音波エコーを受信することにより、超音波画像情報が取得される。
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この超音波画像情報に基づいて、被検体内に存在する構造物（例えば、内臓や病変組織等
）の超音波画像が、超音波内視鏡に接続された超音波内視鏡装置本体の表示部に表示され
る。
【０００５】
　超音波を送信及び受信する超音波トランスデューサとしては、圧電効果を発現する材料
（圧電体）の両面に電極を形成した振動子（圧電振動子）が、一般的に用いられている。
圧電体としては、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）に代表される圧電セラミックや、ＰＶ
ＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）に代表される高分子圧電材料等が用いられる。
【０００６】
　そのような振動子の電極に電圧を印加すると、圧電効果により圧電体が伸縮して超音波
が発生する。そこで、複数の振動子を１次元又は２次元状に配列し、それらの振動子を順
次駆動することにより、所望の方向に送信される超音波ビームを形成することができる。
また、振動子は、伝播する超音波を受信することによって伸縮して電気信号を発生する。
この電気信号は、超音波の受信信号として用いられる。
【０００７】
　超音波を送信する際には、大きなエネルギーを有する駆動信号が超音波トランスデュー
サに供給されるが、駆動信号のエネルギーの全てが音響エネルギーに変換される訳ではな
く、かなりのエネルギーが熱となってしまうので、超音波内視鏡の使用中にその温度が上
昇するという問題が生じている。しかしながら、超音波内視鏡の挿入部は、人体等の生体
に直接接触させて用いられるので、低温火傷防止等の安全上の理由から、超音波内視鏡の
挿入部の表面温度を所定の温度以下にすることが要請されている。
【０００８】
　関連する技術として、特許文献１（「超音波診断装置のプローブ」）には、プローブの
熱をプローブ内部に収集する熱収集手段と、熱収集手段が集めた熱をプローブ内部とは反
対側の熱源から離れた位置に導く熱伝達手段とを備えたプローブが開示されている。しか
しながら、気管支内視鏡のように外径が５ｍｍ～６．９ｍｍのような細径の内視鏡におい
ては、特許文献１で開示されているヒートパイプのような熱伝達手段を内視鏡チューブ内
に設置することは困難である。また、ヒートパイプを内視鏡チューブ内に設置できたとし
ても、気管支内視鏡のような細径の内視鏡においては、ヒートパイプの断面積が小さくな
ってしまい、十分な放熱効果が得られないという問題がある。
【０００９】
　特許文献２（「超音波プローブ」）及び特許文献３（「超音波トランスデューサ構造」
）には、振動子からの熱をシールドケース又は信号ケーブルに放熱する構造が開示されて
いる。しかしながら、特許文献２及び特許文献３の実施例である体表用超音波診断装置の
場合には、ケーブル等のサイズが大きいので放熱性を確保できるが、同様の構造をそのま
ま超音波内視鏡に用いるとサイズが大き過ぎるので、小径の内視鏡に構成することができ
ない。
【００１０】
　超音波内視鏡の場合には、信号伝送用のシールド線は径が細いので熱抵抗が大きく、放
熱性を確保することができない。また、複数の信号線を覆う外周部のシールド箔は、断面
積が比較的大きいが、システムのアースに接続されるので、超音波トランジューサと電気
的に導通する熱伝導材（銅箔等）を外周部のシールド箔に接続すると、システム側のノイ
ズが受信信号に混入するという問題がある。さらに、複数の信号線の外周部にシールド箔
を取り付けるとケーブル全体の外周が太くなり、気管支内視鏡のように細径のチューブ（
内径が５．９ｍｍ以下）内には設置できないという問題がある。
【特許文献１】特開平９－１４０７０６号公報
【特許文献２】特開２００６－２０４５５２号公報
【特許文献３】登録実用新案第３０６１２９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　超音波探触子に関しては、積層化により送信能力を向上させ、診断精度をより高める方
向で技術革新が進んでいる。しかしながら、積層化して超音波の発振出力を増大させると
放熱量が大きくなり、従来の構造のままでは、探触子が体腔内壁と接触する部分の温度が
過度に上昇するおそれがある。さらに、撮像素子（ＣＣＤ）を内蔵する小型内視鏡の場合
には、ＣＣＤの発熱により内視鏡先端部の温度が過度に上昇するおそれがある。
【００１２】
　一方、内視鏡に関しては、小型化が求められている。特に、小型化のニーズが高い気管
支用超音波内視鏡においては、外径６．９ｍｍの小径の内視鏡が用いられており、さらな
る小径化が求められている。
　そこで、本発明は、超音波内視鏡において、超音波トランスデューサから発生する熱に
よる過度の温度上昇を防止することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するため、本発明の１つの観点に係る超音波内視鏡は、超音波内視鏡の
各部を覆う外装材と、超音波の送受信を行う複数の超音波トランスデューサ、及び、複数
の超音波トランスデューサの背面に配置され、複数の超音波トランスデューサと反対側の
面に複数の信号端子が配設されたバッキング材を含む超音波トランスデューサ部と、複数
の信号端子を介して複数の超音波トランスデューサに電気的に接続されたシールド線群を
収納する空間に充填されてバッキング材の背面及びシールド線群に密着する高熱伝導性の
充填剤を含む信号線収納部と、充填剤の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有し、信号線収納
部及び外装材に接して配置されることにより、超音波トランスデューサ部において発生す
る熱を信号線収納部を介して外装材に放熱する高熱伝導層とを具備する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、超音波内視鏡において超音波トランスデューサの背面に配置されたバ
ッキング材の下部の信号線収納部に高熱伝導性の充填剤を充填し、さらに、信号線収納部
及び外装材に接して高熱伝導層を配置することにより、小径の内視鏡プローブの放熱能力
を向上させ、超音波トランスデューサから発生する熱による過度の温度上昇を防止するこ
とができる。これにより、超音波トランジューサの出力を増大させて、受信感度を上げる
ことが可能となるので、診断精度が良い超音波内視鏡装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、同一の構成要素には
同一の参照番号を付して、説明を省略する。
　図１は、本発明の各実施形態に係る超音波内視鏡の外観を示す模式図である。図１に示
すように、超音波内視鏡２０は、挿入部２１と、操作部２２と、接続コード２３と、ユニ
バーサルコード２４とを含んでいる。挿入部２１は、被検体の体内に挿入することができ
るように、可撓性を有する部材によって形成された細長い管によって構成され、先端に超
音波トランスデューサ部１０を備えている。
【００１６】
　操作部２２は、挿入部２１の基端に設けられており、接続コード２３、及び、ユニバー
サルコード２４を介して超音波内視鏡装置本体に接続される。操作部２２に設けられた処
置具挿入口２５は、穿刺針や鉗子等の処置具を導入する孔であり、操作部２２においてこ
れらの処置具を操作することにより、被検体の体腔内において種々の処置が行われる。
【００１７】
　図２は、本発明の各実施形態に係る超音波内視鏡と超音波内視鏡装置本体とを含む超音
波内視鏡装置を示す図である。超音波トランスデューサ部１０に含まれている複数の超音
波トランスデューサは、複数のシールド線により、挿入部２１、操作部２２、及び、接続
コード２３を介して、超音波内視鏡装置本体３０に電気的に接続される。それらのシール
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ド線は、超音波内視鏡装置本体３０において生成される複数の駆動信号をそれぞれの超音
波トランスデューサに伝送すると共に、それぞれの超音波トランスデューサから出力され
る複数の受信信号を超音波内視鏡装置本体３０に伝送する。
【００１８】
　超音波内視鏡装置本体３０は、超音波制御部３１と、駆動信号生成部３２と、送受信切
換部３３と、受信信号処理部３４と、画像生成部３５と、超音波画像表示部３６と、光源
４０と、撮像制御部４１と、撮像素子駆動信号生成部４２と、ビデオプロセス部４３と、
撮像表示部４４とを含んでいる。
【００１９】
　超音波制御部３１は、超音波トランスデューサ部１０を用いた撮像動作を制御する。駆
動信号生成部３２は、例えば、複数の駆動回路（パルサー等）を含み、複数の超音波トラ
ンスデューサをそれぞれ駆動するために用いられる複数の駆動信号を生成する。送受信切
換部３３は、超音波トランスデューサ部１０への駆動信号の出力と、超音波トランスデュ
ーサ部１０からの受信信号の入力とを切り換える。
【００２０】
　受信信号処理部３４は、例えば、複数のプリアンプと、複数のＡ／Ｄ変換器と、ディジ
タル信号処理回路又はＣＰＵとを含み、複数の超音波トランスデューサから出力される受
信信号について、増幅、整相加算、検波等の所定の信号処理を施す。画像生成部３５は、
所定の信号処理が施された受信信号に基づいて、超音波画像を表す画像データを生成する
。超音波画像表示部３６は、そのようにして生成された画像データに基づいて、超音波画
像を表示する。
【００２１】
　光源４０は、被検体の照明に使用される光を発生する。光源４０から出た光は、ユニバ
ーサルコード２４を介して、挿入部２１の照明窓を通して被検体を照明する。照明された
被検体は、挿入部２１の観察窓を通して撮像素子部（図示せず）によって撮像され、撮像
素子部から出力される映像信号が、接続コード２３を介して、超音波内視鏡装置本体３０
のビデオプロセス部４３に入力される。
【００２２】
　撮像制御部４１は、撮像素子部を用いた撮像動作を制御する。撮像素子駆動信号生成部
４２は、撮像素子部を駆動するための駆動信号を生成する。ビデオプロセス部４３は、撮
像素子部から入力される映像信号に基づいて画像データを生成する。撮像表示部４４は、
ビデオプロセス部４３から画像データを入力して、被検体の画像を表示する。
【００２３】
　図３は、本発明の第１の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端を模式的に示す側
面断面図である。また、図４は、図３のＡ－Ａ'における正面断面図である。図３及び図
４に示すように、超音波内視鏡の挿入部は、超音波を送受信する複数（例えば６４個）の
超音波トランスデューサ１と、複数の超音波トランスデューサ１を支持するバッキング材
２と、複数の超音波トランスデューサ１と被検体との間の音響インピーダンスの整合を図
る音響整合層３と、複数の超音波トランスデューサ１の配列方向（アジマス方向）と直交
するエレベーション方向に超音波を集束させる音響レンズ４と、光を出射するライトガイ
ド出射部５と、患部を光学的に撮像する撮像素子部（図示せず）と、各部を覆う外装材８
とを有している。
【００２４】
　超音波トランスデューサ１を構成する圧電素子の構造は、１つの圧電体の両側に電極が
形成された単層構造が基本であるが、近年のＭＥＭＳ（マイクロエレクトロメカニカルシ
ステム）関連の機器の開発に伴う圧電素子の微細化及び集積化により、複数の圧電体と複
数の電極とが交互に積層された積層型の圧電素子も用いられるようになっている。そのよ
うな圧電素子においては、複数の圧電体層に電界を印加するための電極を並列に接続する
ことにより、圧電素子全体としての静電容量を大きくすることができるので、圧電素子の
サイズを小さくしても、電気インピーダンスの上昇を抑えることができる。
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【００２５】
　図５は、積層型圧電素子の１例についてその構造を概念的に説明する斜視図である。こ
の積層型圧電素子１００は、３層の圧電体層１１０と第１の内部電極１１１及び第２の内
部電極１１２とが交互に積層された積層構造体と、積層構造体の一方の側面（図中右側）
に形成された側面絶縁膜１１３ａと、積層構造体の他方の側面（図中左側）に形成された
側面絶縁膜１１３ｂと、側面電極１１４及び１１５と、下部電極１１６と、上部電極１１
７とを有している。図５には、３層の圧電体層１１０が示されているが、圧電体層は４層
以上であっても構わない。圧電体層が５層以上の場合には、積層構造体が、複数の第１の
内部電極１１１と、複数の第２の内部電極１１２とを含むことになる。
【００２６】
　図５に示すように、積層構造体の両側面に段差Ａ及びＢが形成されていることにより、
内部電極１１１の右端部が右側面の凸部に位置し、内部電極１１２の左端部が左側面の凸
部に位置するようになっている。したがって、側面絶縁膜１１３ａ及び１１３ｂの形成が
容易になる。側面絶縁膜１１３ａは、積層構造体の右側面の凸部において、内部電極１１
１の右端部を被覆し、側面絶縁膜１１３ｂは、積層構造体の左側面の凸部において、内部
電極１１２の左端部を被覆している。側面絶縁膜１１３ａ及び１１３ｂの各々は、円柱の
一部又は曲面を含む形状を有しているので、側面電極１１４及び１１５を形成することが
容易となり、側面電極１１４及び１１５が切断され難くなる。
【００２７】
　ここで、側面電極１１４及び１１５と下部電極１１６と上部電極１１７とは、同時に形
成しても良いし、別個に形成しても良い。いずれにしても、側面電極１１４は、奇数番目
の電極（第１の電極群）である下部電極１１６及び第２の内部電極１１２に接続されて、
偶数番目の電極（第１の電極群に属さない第２の電極群）である第１の内部電極１１１及
び上部電極１１７から絶縁される。また、側面電極１１５は、偶数番目の電極（第１の電
極群に属さない第２の電極群）である第１の内部電極１１１及び上部電極１１７に接続さ
れて、奇数番目の電極（第１の電極群）である下部電極１１６及び第２の内部電極１１２
から絶縁される。下部電極１１６と上部電極１１７との間に電圧を印加すると、３層の圧
電体層１１０にそれぞれ電界が印加され、各圧電体層１１０における圧電効果によって、
積層型圧電素子が全体として伸縮する。
【００２８】
　圧電体層１１０は、例えば、４０μｍ～５０μｍ程度の厚さを有しており、底面の長辺
は、例えば、３ｍｍ～４ｍｍ程度である。圧電体層１１０は、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン
酸鉛）等の圧電材料を用いて形成される。
【００２９】
　第１及び第２の内部電極１１１及び１１２の各々は、例えば、１μｍ～３μｍ程度の厚
さを有しており、１種類の材料によって形成されていても良いし、複数の異なる材料によ
って形成される多層構造を有していても良い。前者の例においては、白金（Ｐｔ）や銀パ
ラジウム（Ａｇ－Ｐｄ）等の金属材料が用いられる。また、後者の例においては、酸化チ
タン（ＴｉＯ２）を用いて５０ｎｍ程度の厚さに形成される密着層と、白金（Ｐｔ）を用
いて３μｍ程度の厚さに形成される導電層とを含む２層構造が用いられる。
【００３０】
　側面絶縁膜１１３ａ及び１１３ｂは、例えば、エポキシ系、シリコーン系、ウレタンア
クリレート系、又は、オキセタン系等の高絶縁性樹脂によって形成される。このような樹
脂においては、ヤング率が、１．３×１０９Ｐａ～２．０×１０９Ｐａと、ガラス等に比
較して非常に小さい。そのため、圧電体層１０が伸縮しようとするときに、側面絶縁膜１
１３ａ及び１１３ｂも圧電体層１０の伸縮（変位）に追随できるので、側面絶縁膜１１３
ａ及び１１３ｂに起因する圧電体層１１０の変位の制動は殆どない。
【００３１】
　側面電極１１４及び１１５、下部電極１１６、及び、上部電極１１７としては、例えば
、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、チタン（Ｔｉ）等の内から選択された１種類の材料の電極



(7) JP 5399660 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

や、クロム（Ｃｒ）と金（Ａｕ）の２層構造の電極や、ニッケル（Ｎｉ）とチタン（Ｔｉ
）と白金（Ｐｔ）の３層構造の電極が用いられる。
【００３２】
　図６は、図５に表した積層型圧電素子１００を適用した超音波トランスデューサ部１０
を示す断面図である。超音波トランスデューサ部１０は、超音波を送受信する複数の積層
型圧電素子からなる超音波トランスデューサ１００と、超音波トランスデューサ１００を
支持するバッキング材２と、超音波トランスデューサ１００と被検体との間の音響インピ
ーダンスを正確に整合させる多層の音響整合層３と、超音波トランスデューサ１の配列方
向と直交するエレベーション方向に超音波を集束させる音響レンズ４とを備える。なお、
積層型圧電素子１００の圧電体層は２層もしくは４層以上であっても構わない。
【００３３】
　さらに、超音波内視鏡の挿入部には、複数の超音波トランスデューサ１と超音波内視鏡
装置本体との間で信号を伝送する複数の信号線（シールド線群）を収納する第１の信号線
収納部６及び第２の信号線収納部７が形成されている。シールド線群は、複数の信号端子
を介して、複数の超音波トランスデューサ１に電気的に接続されると共に、第１の信号線
収納部６及び第２の信号線収納部７を通って、操作部側へ導かれている。
【００３４】
　本実施形態に係る超音波内視鏡においては、バッキング材２の下部に位置する第１の信
号線収納部６に高熱伝導性の充填剤を充填すると共に、第１の信号線収納部６の底面と側
面と後面に高熱伝導層１１～１３が配置される。高熱伝導性の充填剤としては、例えば、
シリコーン樹脂又はゴム等の高熱伝導性樹脂が使用される。また、高熱伝導層１１～１３
は、例えば、金属箔（銅箔等）、グラファイトシート、又は、金属メッキ層（銅メッキ層
等）で構成される。以下においては、高熱伝導性の充填剤として高熱伝導性樹脂が用いら
れる場合について説明する。
【００３５】
　高熱伝導性樹脂は、バッキング材２の背面に設けられた複数の信号端子から引き出され
たシールド線群と共に、第１の信号線収納部６に充填される。即ち、高熱伝導性樹脂は、
第１の信号線収納部６が囲む領域（空間）の内で、信号線以外の領域（空間）を占める。
従って、高熱伝導性樹脂は、バッキング材２の背面及びシールド線群に密着し、それらと
熱的に結合されるので、超音波トランスデューサ部１０において発生した熱を吸熱するこ
とができる。
【００３６】
　図７は、本発明の第１の実施形態における高熱伝導層を示す斜視図である。高熱伝導層
は、底面高熱伝導層１１と、側面高熱伝導層１２と、後面高熱伝導層１３とによって構成
されている。底面高熱伝導層１１は、超音波トランスデューサ部１０と反対側の第１の信
号線収納部６の底面に沿って外装材８の内側に配置され、先端部の筒状曲面に沿って丸み
を帯びた形状を有している。側面高熱伝導層１２は、第１の信号線収納部６の底面を挟む
２つの側面に沿って外装材８（図３）の内側に配置され、平面形状を有している。
【００３７】
　後面高熱伝導層１３は、第１の信号線収納部６の操作部側の境界に配置され、信号線（
束ねられたシールド線群）の通り抜け口以外の面をふさぐ板状体である。信号線の通り抜
け口は、シールド線群を束ね、安定した状態で保持することに役立つ。この例において、
後面高熱伝導層１３は、底面高熱伝導層１１に対して垂直な面から後方へ約６０度倒れ込
む角度で配置されている。底面高熱伝導層１１と側面高熱伝導層１２と後面高熱伝導層１
３とは、それぞれ互いに熱的に結合され、さらに、これらの高熱伝導層が高熱伝導性樹脂
に接して配置されることにより、高熱伝導性樹脂と熱的に結合される状態となっている。
【００３８】
　高熱伝導性樹脂は、例えば、２Ｗ／ｍＫ以上の高い熱伝導性を有し、高熱伝導層１１～
１３は、例えば、２５Ｗ／ｍＫ以上の高い熱伝導性を有する。また高熱伝導層の厚さは、
１５μｍ以上であれば有効であるが、グラファイトシート又は銅箔の場合には、３０μｍ
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～１５０μｍ程度が好ましい。
【００３９】
　高熱伝導層は、図示した形状に限られず、底面高熱伝導層１１を平面としても良い。ま
た、側面高熱伝導層１２を先端部の筒状曲面に沿って丸みを帯びた形状としても良い。さ
らに、後面高熱伝導層１３の倒れ込み角を０度として、底面高熱伝導層１１に対して垂直
にしても良い。後面高熱伝導層１３は、シールド線群を束ねることができる範囲で、０度
～約８０度の倒れこみ角をなすように配置することが可能である。
【００４０】
　上述の構成より、超音波トランスデューサ部１０において発生する熱をバッキング材２
の背面又はシールド線を介して充填剤に拡散させ、さらに、充填剤の熱を高熱伝導層によ
って外装材の表面に拡散させて効率よく放熱することができる。空間占有体積が小さくて
も高い放熱効果を得るために、薄層による高熱伝導層を用いることによって、小径の内視
鏡から効率よく放熱することができる。また、外部から冷却されるケーシングの内側に高
熱伝導層を配置することによって、さらに効果的に熱を拡散させることも可能である。
【００４１】
　次に、本発明の第１の実施形態の変形例について説明する。
　本発明の第１の実施形態又は他の実施形態において、図７に示す側面高熱伝導層１２又
は後面高熱伝導層１３を省略するようにしても良い。
　図８は、本発明の第１の実施形態の第１の変形例を示す図である。図８に示すように、
第１の変形例においては、側面高熱伝導層が省略されており、底面高熱伝導層１１及び後
面高熱伝導層１３が設けられている。
【００４２】
　図９は、本発明の第１の実施形態の第２の変形例を示す図である。図９に示すように、
第２の変形例においては、後面高熱伝導層が省略されており、底面高熱伝導層１１及び側
面高熱伝導層１２が設けられている。
　図１０は、本発明の第１の実施形態の第３の変形例を示す図である。図１０に示すよう
に、第３の変形例においては、側面高熱伝導層及び後面高熱伝導層が省略されており、底
面高熱伝導層１１のみが設けられている。
【００４３】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態においては、シール
ド箔を超音波トランスデューサ部１０の側面に設ける例について説明する。
　第２の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端の側面断面は、図３に示される第１
の実施形態と同様である。図１１は、本発明の第２の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入
部の先端の正面断面図である。また、図１２は、本発明の第２の実施形態における高熱伝
導層及びシールド箔を示す斜視図である。
【００４４】
　図１１に示すように、超音波トランスデューサ部１０の２つの側面に沿って、２つのシ
ールド箔１４がそれぞれ配置されている。シールド箔１４は、例えば、銅箔により形成さ
れる。但し、図１１及び図１２に示すように、シールド箔１４は、側面高熱伝導層１２に
接続されていない。本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、バッキング材２の
下部に位置する第１の信号線収納部６に高熱伝導性樹脂が充填されると共に、第１の信号
線収納部６の少なくとも底面及び側面に高熱伝導層が配置される。
【００４５】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。第３の実施形態においては、超音波
トランスデューサ部１０の側面に設けられたシールド箔１４を側面高熱伝導層１２に接続
する例について説明する。
　第３の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端の側面断面は、図３に示される第１
の実施形態と同様である。図１３は、本発明の第３の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入
部の先端の正面断面図である。また、図１４は、本発明の第３の実施形態における高熱伝
導層及びシールド箔を示す斜視図である。
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【００４６】
　図１３に示すように、超音波トランスデューサ部１０の２つの側面に沿って、２つのシ
ールド箔１４がそれぞれ配置される。シールド箔１４は、前述と同様に、例えば、銅箔に
より形成される。図１３及び図１４に示すように、側面高熱伝導層１２は、接合箔１５を
介してシールド箔１４に接続され、熱的に結合される。接合箔１５は、側面高熱伝導層１
２又はシールド箔１４と一体的に形成されても良いし、側面高熱伝導層１２、シールド箔
１４、及び、接合箔１５が一体的に形成されても良い。
【００４７】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、バッキング材２の下部に位置する第
１の信号線収納部６に高熱伝導性樹脂が充填されると共に、第１の信号線収納部６の少な
くとも底面及び側面に高熱伝導層が配置される。本実施形態によれば、シールド箔１４か
ら側面高熱伝導層１２への熱拡散が図られるので、超音波トランスデューサ部１０で発生
する熱をバッキング材２の側面を介して側面高熱伝導層１２及び底面高熱伝導層１１に拡
散させ、全体としての熱拡散効率をさらに向上させることができる。
【００４８】
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。第４の実施形態においては、図３に
示す第１の信号線収納部６の底面に配置された底面高熱伝導層１１を、後面高熱伝導層１
３を越えて操作部方向に延長する例について説明する。
　図１５は、本発明の第４の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端を模式的に示す
側面断面図である。第４の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端の正面断面は、図
４に示される第１の実施形態と同様である。図１６は、本発明の第４の実施形態における
高熱伝導層を示す斜視図である。
【００４９】
　図１５及び図１６に示すように、この超音波内視鏡は、第１の信号線収納部６の底面に
配置した底面高熱伝導層１１を後面高熱伝導層１３の位置を越えてさらに操作部側に延長
することによって構成された底面延長高熱伝導層１６を備えている。即ち、本実施形態に
おいては、第２の信号線収納部７の底面にも高熱伝導層を配置し、第１の信号線収納部６
の底面の高熱伝導層と連結させている。この例において、底面延長高熱伝導層１６は、底
面高熱伝導層１１の幅に対して約６０％程度の幅を有しており、底面高熱伝導層１１の長
さに対して約１５０％の長さを有している。但し、この例に限らず、幅も長さも任意に設
定することができる。例えば、底面延長高熱伝導層１６を屈曲部の手前まで設けるように
しても良い。
【００５０】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、バッキング材２の下部に位置する第
１の信号線収納部６に高熱伝導性樹脂が充填される。但し、底面延長高熱伝導層１６が設
けられているので、底面延長高熱伝導層１６から外層材８の表面への放熱が生じ、第１の
実施形態によりも高い熱拡散効率が得られる。
【００５１】
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。第５の実施形態においては、第４の
実施形態に対して、第２の実施形態と同様に高熱伝導層に接続されないシールド箔を超音
波トランスデューサ部の側面に設ける例について説明する。
　本発明の第５の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端の側面断面は、図１５に示
される第４の実施形態と同様である。本発明の第５の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入
部の先端の正面断面は、図１１に示される第２の実施形態と同様である。図１７は、本発
明の第５の実施形態における高熱伝導層及びシールド箔を示す図である。
【００５２】
　本実施形態においても、第４の実施形態と同様に、バッキング材２の下部に位置する第
１の信号線収納部６に高熱伝導性樹脂が充填されると共に、第１の信号線収納部６の少な
くとも底面及び側面に高熱伝導層が配置される。さらに、この超音波内視鏡は、第１の信
号線収納部６の底面に配置した底面高熱伝導層１１を後面高熱伝導層１３の位置を越えて
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さらに操作部側に延長することによって構成された底面延長高熱伝導層１６と、超音波ト
ランスデューサ部１０の２つの側面に沿ってそれぞれ設けられた２つのシールド箔１４と
を備えている。本実施形態によれば、底面延長高熱伝導層１６及びシールド箔１４による
放熱の向上が期待される。
【００５３】
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。第６の実施形態においては、第４の
実施形態に対して、第３の実施形態と同様に高熱伝導層に接続されたシールド箔を超音波
トランスデューサ部の側面に設ける例について説明する。
　本発明の第６の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端の側面断面は、図１５に示
される第４の実施形態と同様である。本発明の第６の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入
部の先端の正面断面は、図１３に示される第３の実施形態と同様である。図１８は、本発
明の第６の実施形態における高熱伝導層及びシールド箔を示す斜視図である。
【００５４】
　本実施形態においても、第４の実施形態と同様に、バッキング材２の下部に位置する第
１の信号線収納部６に高熱伝導性樹脂が充填されると共に、第１の信号線収納部６の少な
くとも底面及び側面に高熱伝導層が配置される。さらに、この超音波内視鏡は、第１の信
号線収納部６の底面に配置した底面高熱伝導層１１を後面高熱伝導層１３の位置を越えて
さらに操作部側に延長することによって構成された底面延長高熱伝導層１６と、超音波ト
ランスデューサ部１０の２つの側面に沿ってそれぞれ設けられた２つのシールド箔１４と
を備えている。側面高熱伝導層１２をシールド箔１４に接続することにより、シールド箔
１４から側面高熱伝導層１２に熱を拡散させ、側面高熱伝導層１２を介して底面高熱伝導
層１１及び底面延長高熱伝導層１６による放熱が図られる。
【００５５】
　次に、本発明の第７の実施形態について説明する。第７の実施形態においては、側面高
熱伝導層及び後面高熱伝導層を省略して、底面高熱伝導層及び底面延長高熱伝導層のみを
配置する例について説明する。
　図１９は、本発明の第７の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端を模式的に示す
側面断面図である。図２０は、本発明の第７の実施形態における高熱伝導層を示す斜視図
である。本実施形態においても、バッキング材２の下部に位置する第１の信号線収納部６
に高熱伝導性樹脂が充填され、底面高熱伝導層１１及び底面延長高熱伝導層１６よって、
外装材８への放熱が行われる。
【００５６】
　次に、本発明の第８の実施形態について説明する。第８の実施形態においては、高熱伝
導層を、内視鏡のアングルリング及び／又はワイヤー等と熱的に結合させる例について説
明する。
　例えば、図１７に示す第５の実施形態等における底面延長高熱伝導層１６を、屈曲部の
アングルリングに熱的に結合し、あるいは、屈曲部及び連結部の被覆材の内側に設けられ
たワイヤーに熱的に結合する。これにより、底面高熱伝導層１１及び底面延長高熱伝導層
１６を介して、アングルリングやワイヤー等に熱拡散を図ることができる。また、撮像素
子のケーブル装填部に対しても、素子に近い装填部の周囲に高熱伝導性樹脂及び／又は高
熱伝導層を配置することによって、撮像素子から発生する熱を効果的に放熱することがで
きる。
【００５７】
　最後に、高熱伝導性の充填材及び高熱伝導層を設けた超音波内視鏡の表面温度の測定結
果を示す。この実験では、環境温度を２５℃とし、超音波内視鏡を空気中に放置した状態
において表面温度の上昇が測定される。
　図２１～図２３において、縦軸は表面温度の上昇ΔＴ（℃）を表している。また、図２
１において、横軸は充填剤の熱伝導率（Ｗ／ｍＫ）を表しており、図２２において、横軸
は高熱伝導層の熱伝導率（Ｗ／ｍＫ）を表しており、図２３において、横軸は高熱伝導送
の厚さ（μｍ）を表している。
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【００５８】
　図２１は、充填材の熱伝導率と表面温度の上昇との関係を示す図である。一般に充填材
として用いられるエポキシ樹脂の熱伝導率は０．４５Ｗ／ｍＫ程度であるので、１．５Ｗ
／ｍＫ程度の熱伝導率を有する充填材を用いた場合には、通常のエポキシ樹脂を用いる場
合と比べて、３度（７．５％）程度の温度低下が図られる。
【００５９】
　図２２は、高温熱伝導層の熱伝導率と表面温度の上昇との関係を示す図である。熱伝導
率が７０Ｗ／ｍＫ程度よりも小さい範囲においては、高温熱伝導層の熱伝導率と表面温度
の上昇との間に高い相関が見られる。従って、高温熱伝導層の熱伝導率が７０Ｗ／ｍＫ程
度以上であれば、高温熱伝導層の放熱効果が特に大きいことが分かる。高温熱伝導層の熱
伝導率が２５Ｗ／ｍＫ程度であっても、高温熱伝導層の放熱効果が大きいといえる。
【００６０】
　図２３は、高温熱伝導層の厚さと表面温度の関係を示す図である。高温熱伝導層の厚さ
が３０μｍ程度よりも小さい範囲においては、高温熱伝導層の厚さと表面温度の上昇との
間に高い相関が見られる。従って、高温熱伝導層の厚さが３０μｍ程度以上であれば、高
温熱伝導層の放熱効果が特に大きいことが分かる。高温熱伝導層の厚さが１５μｍ程度で
あっても、高温熱伝導層の放熱効果が大きいといえる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、上部消化管や気管支等の体腔検査に用いる超音波探触子を含む超音波内視鏡
において利用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の各実施形態に係る超音波内視鏡の外観を示す模式図である。
【図２】本発明の各実施形態に係る超音波内視鏡と超音波内視鏡装置本体とを含む超音波
内視鏡装置を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端を模式的に示す側面
断面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ'における正面断面図である。
【図５】第１の実施形態に係る積層型圧電素子の概念的な構造を示す斜視図である。
【図６】図５に表した積層型圧電素子を適用した超音波トランスデューサ部を示す断面図
である。
【図７】本発明の第１の実施形態における高熱伝導層を示す斜視図である。
【図８】本発明の第１の実施形態の第１の変形例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施形態の第２の変形例を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態の第３の変形例を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端の正面断面図であ
る。
【図１２】本発明の第２の実施形態における高熱伝導層及びシールド箔を示す斜視図であ
る。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端の正面断面図であ
る。
【図１４】本発明の第３の実施形態における高熱伝導層及びシールド箔を示す斜視図であ
る。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端を模式的に示す側
面断面図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態における高熱伝導層を示す斜視図である。
【図１７】本発明の第５の実施形態における高熱伝導層及びシールド箔を示す図である。
【図１８】本発明の第６の実施形態における高熱伝導層及びシールド箔を示す斜視図であ
る。
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【図１９】本発明の第７の実施形態に係る超音波内視鏡の挿入部の先端を模式的に示す側
面断面図である。
【図２０】本発明の第７の実施形態における高熱伝導層を示す斜視図である。
【図２１】充填材の熱伝導率と表面温度の上昇との関係を示す図である。
【図２２】高温熱伝導層の熱伝導率と表面温度の上昇との関係を示す図である。
【図２３】高温熱伝導層の厚さと表面温度の関係を示す図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　超音波トランスデューサ
　２　バッキング材
　３　音響整合層
　４　音響レンズ
　５　ライトガイド出射部
　６　第１の信号線収納部
　７　第２の信号線収納部
　８　外装材
　１０　超音波トランスデューサ部
　１１　底面高熱伝導層
　１２　側面高熱伝導層
　１３　後面高熱伝導層
　１４　シールド箔
　１５　接合箔
　１６　底面延長高熱伝導層
　２０　超音波内視鏡
　２１　挿入部
　２２　操作部
　２３　接続コード
　２４　ユニバーサルコード
　２５　処置具挿入口
　３０　超音波内視鏡装置本体
　３１　超音波制御部
　３２　駆動信号生成部
　３３　送受信切換部
　３４　受信信号処理部
　３５　画像生成部
　３６　超音波画像表示部
　４０　光源
　４１　撮像制御部
　４２　撮像素子駆動信号生成部
　４３　ビデオプロセス部
　４４　撮像表示部
　１００　積層型圧電素子
　１１０　圧電体層
　１１１，１１２　内部電極
　１１２　第２の内部電極
　１１３　側面絶縁膜
　１１４，１１５　側面電極
　１１６　下部電極
　１１７　上部電極
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热量引起的温度过度升高。 解决方案：该超声内窥镜包括多个用于发送
和接收超声波的超声换能器和多个超声换能器，多个超声换能器布置在
多个超声换能器的背面并具有多个超声换能器。一种超声换能器部件，
包括其上设置有信号端子的背衬材料;高导热率，填充在空间中，用于容
纳通过多个信号端子电连接到多个超声换能器的一组屏蔽线信号线容纳
部分连接到背衬材料，高导热层通过设置成与信号线容纳部分接触而连
接到信号线容纳部分。 点域
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